
公益財団法人かながわ健康財団とは

　公益財団法人に認定されていますので、当財団へのご寄付等は、申告により寄付金控除対象となります。 
❖寄付金控除を受けるためには、所轄税務署で確定申告を行って頂くことになり、当財団が発行した「領収書」の添付が
　必要となります。
❖個人の場合は、所得税における優遇措置、また法人の場合は、法人税における優遇措置が適用されます。

寄付金等の控除

応援しますあなたの元気

あなたと家族の為に

あなたのやさしさがきっと誰かを幸せに

お問合わせ　健康づくり課
TEL 045-243-2008  FAX 045-243-2019

お問合わせ　腎・アイバンク推進本部
TEL 045-242-3961  FAX 045-242-2939

お問合わせ　がん対策推進本部（日本対がん協会  神奈川県支部）
TEL 045-243-6933  FAX 045-243-5032

あなたのやさしさがきっと誰かを幸せに

（日本対がん協会  神奈川県支部）

公益財団法人かながわ健康財団とは

◇◆沿革◆◇

健康づくり推進事業

神奈川県民の皆様の健康と福祉の増進に寄与するため、運動・栄養面など生活

習慣の改善を中心とした 健康づくり実践活動、予防を含めたがん知識の普及啓

発などがん対策、角膜等及び腎臓等臓器移植の推進に関する事業を県内各地で

行なっています。

神奈川県、県内市町村、保健医療関係団体、企業などの出資により、

平成 2年 10 月 1 日 財団法人かながわ健康財団として設立されました . 

平成 9 年 4 月 1 日 財団法人かながわ対がん協会と統合、財団内にがん対策推進本部を設置

平成14年 1 月 1 日 財団法人神奈川県腎・アイバンクと統合、財団内に腎・アイバンク推進本部を設置

平成 22 年 4 月 1日 公益財団法人に移行。公益財団法人かながわ健康財団に名称変更

　地域・職場の健康づくり、一人ひとりの健康づくりをサポートするため、生活習慣を改善し健康寿命を延

伸する積極的な取組みを、講義、実践指導、人材育成、健康測定、啓発イベントなどを通して行っています。

◆ 一人ひとりの健康づくりの実践活動と支援

◆ 市町村・企業・団体等の健康づくり事業の提案・支援

◆ 健康づくりの人材育成支援

◆ 健康づくり情報の提供

がん対策推進事業
　神奈川県民の死亡原因の第一位であるがんの征圧に向け、がん対策推進本部では、予防を含めたがん知識

の普及啓発、がん予防につながる禁煙支援、がん患者とその家族に対する支援などを行っています。

◆ 予防を含めたがん知識の普及啓発及びがん教育の推進

◆ がん予防につながる禁煙支援

◆ がん患者とその家族に対する支援

◆ がんに関する技術研修

腎・アイバンク推進事業

　角膜や腎臓等の臓器の移植普及を目指し、腎・アイバンク推進本部では、
県民の方のドナーに対する理解を深めていくための啓発活動、医療機関の
移植をめぐる体制環境を整えていくための取り組み、角膜・臓器移植あっ
せんの推進を行っています。

◆ 角膜や腎臓等臓器提供に対する県民の理解促進のための啓発活動
◆ 角膜及び腎臓等臓器移植に関する医療機関の環境を整えていくための事業
◆ 角膜等の移植あっせん
◆ 腎臓等臓器移植を推進するためのコーディネート


